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 平成 28 年 4 月 22 日

各    位 

会 社 名 株 式 会 社 ラ ン ド

代 表 者 の
役 職 氏 名

代表取締役社長  松 谷 昌 樹

（コード番号 8918 東証第一部）

問 合 せ 先 常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭

電 話 番 号 0 4 5 － 3 4 5 － 7 7 7 8 （ 代 表 ）

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 28 年 4 月 22 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 5 月

31 日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

 

記 

 

1． 定款変更の理由 

 Ａ種種類株式（以下、｢本種類株式」といいます。）の発行を可能とするために、新たな種

類の株式として本種類株式を追加し規定を新設するとともに、本種類株式の取得請求権の行

使による普通株式の発行に備えて、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数

を変更するものであります。 

 

2． 定款変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

   (下線は変更部分） 

現 行 定 款 変 更 案 

第1章 総  則 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、

1,483,896,000株とする。 

 

 

 

 

 

（新  設） 

 

 

 

第1章 総  則 

（発行可能株式の種類及び総数） 

第６条 当会社の発行可能株式の種類は、会

社法１０８条第２項各号に定める事項

について特段の定めを設けない普通株

式と次条に定める内容の種類株式（以

下、「Ａ種種類株式」という。）の二種

類とする。 

 ２． 当会社の発行可能株式の総数は、

1,483,896,000株とし、このうち、当会

社の各種類株式の発行可能総数は、次

のとおりとする。 

普通株式    1,481,146,000株 
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（新  設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ種種類株式    2,750,000株 

 

（Ａ種種類株式） 

第６条の２ 当会社の発行するA種種類株式

の内容は、次の各号に定めるとおりと

する。 

（1）無配当 

当会社は、Ａ種種類株式の株主（以下、

「Ａ種種類株主」という。）又はA種種

類株式の登録株式質権者に対し、金銭

を配当財産とする剰余金の配当を行わ

ない。 

（2）無議決権 

Ａ種種類株主は、株主総会において議

決権を行使することができる事項はな

い。 

（3）取得請求権 

Ａ種種類株主は、いつでも法令に従い、

当会社に対して、Ａ種種類株式 1個あ

たり普通株式100個の交付と引換えに、

その有するＡ種種類株式の全部又は一

部を取得することを請求することがで

きる。 

（4）種類株主総会の決議 

当会社が、会社法第３２２条第１項各

号に掲げる行為をする場合において、

法令に別段の定めがある場合を除くほ

か、Ａ種種類株主を構成員とする種類

株主総会の決議を要しない。 

（5）併合又は分割、無償割当等 

① 当会社は、法令に別段の定めのある場

合を除き、Ａ種種類株式を併合又は分割

しない。 

② 当会社は、法令に別段の定めのある場

合を除き、Ａ種種類株主に対して、会社

法第２０２条第１項に定める募集株式

の割当てを受ける権利、及び会社法第２

４１条第１項に定める募集新株予約権

の割当てを受ける権利を与えず、また、

株式無償割当て及び新株予約権無償割

当てを行わない。 
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（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、100株とす

る。 

 
＜中 略＞ 

 

 

（新  設） 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の各種類株式の単元株式数

は、いずれも100株とする。 

 
＜中 略＞ 

 
（種類株主総会） 

第１８条の２ 第１３条乃至第１５条、第１

７条及び第１８条の規定は、種類株主

総会にこれを準用する。 

２．第１６条第１項の規定は、会社法第

３２４条第１項の規定による種類株

主総会の決議にこれを準用する。 

 

 

 

3． 日程 

 定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 5 月 31 日  

 定款変更の効力発生日 平成 28 年 5 月 31 日  

 

 

以上 


